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の
財
産
の
差
し
押
さ
え
や
、
公
売
な
ど
の

滞
納
処
分
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の

で
、
納
期
内
に
納
税
し
て
く
だ
さ
い
。

問
吉
備
庁
舎
税
務
課

和
歌
山
市
町
村
合
同
公
売
会

税
金
滞
納
に
よ
り
差
し
押
さ
え
た
家

電
・
雑
貨
な
ど
を
公
売
し
ま
す
。

●
日
程
／
12
月
1
日
（
土
）

●
場
所
／
紀
の
川
市
民
体
育
館
（
紀
の
川

市
花
野
6
0
4
番
地
2
）

問
吉
備
庁
舎
税
務
課
・
和
歌
山
地
方
税

回
収
機
構　

☎
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３
‐
４
２
２
‐

３
６
３
０

税
を
考
え
る
週
間

国
税
庁
で
は
、
国
民
の
皆
さ
ま
に
税
の

意
義
や
役
割
、
税
務
行
政
に
対
す
る
知
識

と
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
た
め
、
毎
年

11
月
11
日
か
ら
17
日
を
「
税
を
考
え
る
週

間
」
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
広
報
活
動
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

今
年
は
テ
ー
マ
を
「
く
ら
し
を
支
え

る
税
」
と
し
て
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

内
に
特
設
ペ
ー
ジ
を
設
け
る
ほ
か
、
調

査
や
徴
収
な
ど
の
業
務
に
つ
い
て
も
、
ド

ラ
マ
仕
立
て
で
分
か
り
や
す
く
紹
介

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
や

Y
o
u
T
u
b
e
な
ど
を
利
用
し
た
各
種

税 

金

◆
◆
◆

平
成
30
年
分 

年
末
調
整
説
明
会
・

消
費
税
軽
減
税
率
制
度

説
明
会
を
開
催

平
成
30
年
分
の
年
末
調
整
の
仕
方
や
、

法
定
調
書
な
ど
の
提
出
、
消
費
税
軽
減
税

率
制
度
に
つ
い
て
、
説
明
会
を
開
催
し
ま

す
。

●
日
時
／
11
月
16
日
（
金
）
10
時
～
12
時

●
場
所
／
湯
浅
納
税
協
会
３
階
会
議
室

（
湯
浅
町
湯
浅
２
４
３
０
‐
７
７
）

●
主
催
／
湯
浅
税
務
署
・
公
益
社
団
法
人

湯
浅
納
税
協
会

問
湯
浅
税
務
署
総
務
課　

☎
６
３
‐

５
３
５
１

11
・
12
月
は

「
合
同
滞
納
整
理
強
化
月
間
」

町
税
は
、
ま
ち
づ
く
り
を
支
え
る
大
切

な
財
源
で
す
。
有
田
川
町
で
は
、
納
期
内

に
納
付
し
た
人
と
の
公
平
を
保
ち
、
滞
納

の
解
消
を
図
る
た
め
に
、
県
・
和
歌
山
地

方
税
回
収
機
構
と
合
同
で
、
11
月
と
12
月

を
「
合
同
滞
納
整
理
強
化
月
間
」
と
し
て
、

税
収
確
保
に
取
り
組
み
ま
す
。

税
金
を
滞
納
す
る
と
、
本
来
納
め
る
べ

き
税
金
の
ほ
か
に
、
延
滞
金
を
納
付
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
滞
納
し
た
ま
ま
放

置
す
る
と
、
法
律
に
基
づ
き
滞
納
者
の
意

思
に
関
わ
り
な
く
、
給
与
や
不
動
産
な
ど

情
報
の
発
信
な
ど
に
も
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。詳

し
く
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（w
w
w
.nta.go.jp

）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
湯
浅
税
務
署　
☎
６
３
‐
５
３
５
１

スマートフォン
・タブレット端末向けアプリ

「マチイロ」で

広報ありだがわと
　議会広報を

ご覧いただけます

▶最新号を配信日に端末に通知します。ご利用は無料。

▶詳しくは町ホームページをご覧いただくか、吉備庁舎

企画調整課まで、お気軽にお問い合わせください！

広
報
あ
り
だ
が
わ
平
成
30
年
10
月
号
（
1
5
4
号
）
に
つ
い

て
お
わ
び
と
訂
正

13
頁
の
「
自
立
支
援
医
療
医
療
費
の
支
給
認
定
『
寡
婦
（
夫
）
控

除
の
み
な
し
適
用
』」
の
記
事
に
お
い
て
、「
負
担
上
減
額
が
」
と
記

載
し
ま
し
た
が
、
正
し
く
は
「
負
担
上
限
額
が
」
で
す
。
こ
こ
に
訂

正
し
て
お
わ
び
申
し
上
げ
ま
す
。


